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特定放射性廃棄物の最終処分に
関する法律（2000年６月）

原子力発電環境整備機構 設立（2000年10月）

原子力安全委員会：高レベル放射性廃棄物の処分に係る安全規制
の基本的考え方について（第１次報告）（2000年11月）

原子力安全委員会：高レベル放射性廃棄物処分の概要
調査地区選定段階において考慮すべき環境要件につい
て（2002年９月）

最終処分施設建設地選定
(2025年頃)

建設・操業

（2035年頃）

20022002

公募開始 （2002年12月）

地層処分計画の進展地層処分計画の進展
 

研究開発

処分事業

研究成果
第１次取りまとめ
（地層処分の技術的可能性）

研究成果
第２次取りまとめ
（地層処分の技術的信頼性）

１

特定放射性廃棄物処分の概要調査地区等の選定
手順の基本的考え方 （2001年10月）

20002000



処分地選定の進め方処分地選定の進め方

段段階階的的なな事事業業展展開開

地域地域のの自主性自主性のの尊重尊重

透透 明明 性性 のの 重重 視視

・長期にわたる事業を一気に進めるのではなく、段階ごとに地域の理解を得つつ展開

・公共性が高く、長期にわたる事業では、地域の自発的な協力が不可欠

・事業に関する情報を地域と共有し、地域の自主的な判断に資するよう、積極的な情
報公開

２

原環機構の事業方針

原環機構の設立／３段階による候補地選定等

基本的枠組み

最終処分法

国、電力、原環機構の役割・連携／透明性の確保
／処分スケジュール等

最終処分の基本方針

最終処分の基本計画
（2000年９月閣議決定）

（2000年６月公布）

 



第１段階

第３段階

第２段階（～2007年）

（2008～2012年）

（2023～2027年）

ボーリング等による調査

最終処分施設建設地の選定

市町村長・都道府県知事の意見

市町村長・都道府県知事の意見

市町村長・都道府県知事の意見

文献等による調査

地下施設による調査

３

「特定放射性廃棄物処分の概要調査地区等の選定手順の基本的考え方」より

精密調査地区の選定

概要調査地区の選定

公

募

↓

応

募

処分地選定の手順処分地選定の手順

（2001年10月原環機構発表）

 



公募の開始公募の開始

公募開始 ２００２年１２月１９日

・都道府県、市町村への公募関係資料の送付

・都道府県への訪問・説明

応募地域、公募方法な
どの基本的な事項

処分場の構成 や建設、
操業、安全性など

選定のための要件とそ
れらの評価に関する考
え方

立地地域との地域共生
のための取組み

（公 募 関 係 資 料）

４

 



処分場の概要処分場の概要
５

沿岸部山地

沿岸部丘陵

内陸部平野

内陸部山地

内陸部丘陵

沿岸部平野

島

花崗岩

堆積岩

処分場が建設可能な位置の例示

処分場は地域の
特徴に応じて建設

地上施設：１km2程度

地下300m以深

埋め戻し完了

操業中

アクセス坑道 処分パネル

連絡坑道

埋め戻し完了

操業中

建設中

ボーリング孔

 



概要調査地区選定上の考慮事項概要調査地区選定上の考慮事項

法定要件に関する事項

活断層がある場所

噴 火 隆起・侵食

第四紀の

未固結堆積物

鉱物資源

概要調査地区には、以下のような地域を含まないようにする。

付加的に評価する事項

経済的、効率的な事業推進の観点から総合的に評価する。

６

地 震

火山の中心から半径15km
の範囲にある地域

過去10万年間の隆起総量
300ｍ超が明らかな地域

採掘が経済的に価値が高い鉱
物資源が存在する地域

 



地域共生への取組み地域共生への取組み

地域共生
の考え方

地域共生
の方策

地域共生
の実現に
向けて

最終処分事業 地 域
１００年以上にわたって

共に発展に向けて歩む

原環機構の基本姿勢 地
域の一員として共に考え、共に行動する

・ 地域の長期ビジョン等の策定・実現

・ 地域を重視した事業展開

・ 相互理解促進

・ 事業の本格化と共生方策の充実

［建設・操業に伴う経済効果等（県内）］

（市町村のみ）

［国の交付金制度］

７

生産誘発効果：約１．７兆円（約275億円／年）
雇用誘発効果：延約１３万人（約2200人／年）
固定資産税収：約１，６００億円（約27億円／年）

文献調査段階：年２.１億円
概要調査段階：年２０億円（総限度額70億円）

 



◆新聞広告：中央、地方紙等計49紙 ◆雑誌広告：文藝春秋、日経ﾋﾞｼﾞﾈｽ等

◆交通広告：全国の主要駅 ◆ ﾃﾚﾋﾞ広告：ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ系、ＴＢＳ系等

理解増進活動(1)理解増進活動(1)

マス媒体による理解増進

８

［雑誌広告（ナチュラル・アナログの紹介）］［新聞広告（2003年度）］

 



理解増進活動(2)理解増進活動(2)

フォーラム等による双方向コミュニケーション

－地方新聞社と共催－

◆フォーラム ［2001～2002年度：全国３１箇所］

◆地元有識者等との座談会（内容を新聞掲載）

［2003年度：全国30箇所で開催予定］

９

 



公募開始後の状況公募開始後の状況
10

ホームページアクセス数の推移

新聞広告

９～11月（２回）

新聞広告

６～９月（４回）

新聞広告

２～３月（４回）

テレビ広告

雑誌広告 雑誌広告

9,329

7,501

6,493

6,901

3,461

2,658
2,501

公募開始

交通 交通
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（高レベル放射性廃棄物）

（略）

処分地選定に当たっては，関係住民の理解と協力を得ることが極めて重要であり，そのためには情
報公開を徹底し透明性を確保することが必要である。また，選定の主体である実施主体だけでなく，国及び電
気事業者等が，適切な役割分担と相互の連係の下，それぞれの責務を果たしていくことが重要である。このため，
国は，最終処分の政策的位置付けや安全性の確保のための取組を明確にし，関係住民の理解を得るよう努めるとと
もに，地域共生方策に関する制度や体制の整備などを行うことが必要であり，電気事業者等は廃棄物の発生者とし
ての基本的な責任を有することから国民の理解を得るための活動を実施主体及び国と連係しつつ進める。また，実
施主体が行う処分地選定に当たっては，国及び電気事業者は，積極的に協力することが必要である。

また，高レベル放射性廃棄物の地層処分技術のうち，最終処分事業の安全な実施，経済性及び効率性の向
上等を目的とする技術開発は，実施主体が担当するものとし，国及び関係機関は，最終処分の規制，安
全評価のために必要な研究開発や深地層の科学的研究等の基礎的な研究開発及び地層処分技術の信頼
性向上に関する技術開発等を積極的に進めていくことが必要である。（以下，略）

処分地選定の意思決定に必要な信頼(confidence)の側面
• 地層処分安全性への信頼 (scientific soundness)
• 実施主体の姿勢に対する公衆からの信頼（organizational trust）
• 実施主体の技術的能力に対する専門家からの信頼 (technical credibility)
• 規制への信頼
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原環機構の技術開発（１）原環機構の技術開発（１）

長計記載事項



詳細化

統合化

技術科学
第１次取りまとめ

研究開発成果

2000 199319761993 2000

第２次取りまとめ

第２次取りまとめ：核燃料サイクル開発機構 (1999):わが国にお
ける高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性，-
地層処分研究開発第２次取りまとめ-.

第１次取りまとめ：動力炉・核燃料開発事業団 (1993): 高レベル
放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書 -平成３
年度-.
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原環機構の技術開発（２）原環機構の技術開発（２）


